
下
水
道
管
路
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
へ

調
査
・
点
検
に
Ⅰ
Ｃ
Ｔ
活
用

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
努
力
義
務

改
正
法

施

行
省
エ
ネ
計
画
の
審
査
合
理
化
へ

国
土
交
通
省
は
十
一
月
十
四
日
、
東
京
・
内
神
田
の
日
本
下
水
道
協
会
会
議
室
で
第
二
回
「
下
水
道
管
路
施
設

に
お
け
る
維
持
管
理
情
報
等
を
起
点
と
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
の
確
立
に
向
け
た
技
術
検
討
会
」
（
委
員

長
・
岡
本
誠
一
郎
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
下
水
道
研
究
部
長
）
を
開
き
、
基
本
的
な
考
え
方
を
ま
と
め
た
。

情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
な
ど
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
効
率
的
な
調
査
・
点
検
方
法
に
よ
る
維
持
管
理
・
修
繕
の
一

層
の
充
実
を
め
ざ
す
。
来
年
三
月
を
め
ど
に
管
路
編
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
方
針
だ
。

下
水
道
整
備
の
進
展
に
伴

い
全
国
の
管
路
は
約
四
十
七

万
㎞
に
達
し
、
今
後
は
施
設

の
老
朽
化
が
急
速
に
進
行
し

て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
た
め
平
成
二
十

七
年
度
に
下
水
道
法
を
改
正

し
、
新
た
に
維
持
修
繕
基
準

を
設
け
る
と
と
も
に
、
事
業

計
画
の
記
載
事
項
と
し
て
点

検
の
方
法
・
頻
度
を
追
加
し

た
。
次
年
度
に
は
計
画
的
な

点
検
・
調
査
や
長
寿
命
化
を

含
め
た
改
築
を
支
援
す
る
た

め
、
下
水
道
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
支
援
制
度
を
創
設

し
た
。

し
か
し
管
路
の
老
朽
化
な

ど
に
起
因
し
た
道
路
陥
没
は

現
在
も
年
間
約
三
千
件
発
生

し
て
い
る
の
が
実
情
だ
。
こ

う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
よ

り
効
率
的
・
効
果
的
な
点
検

・
調
査
に
基
づ
く
修
繕
・
改

築
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い

る
。
同
検
討
会
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ

（
情
報
通
信
技
術
）
を
活
用

し
て
施
設
の
設
置
状
況
や
維

持
管
理
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
し
、
デ
ー
タ
を
起
点
と

し
た
点
検
・
調
査
・
修
繕
・

改
築
を
行
う
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

サ
イ
ク
ル
の
確
立
に
向
け
て

議
論
を
進
め
て
い
る
。

当
日
の
検
討
会
で
は
吉
澤

正
宏
同
省
水
管
理
・
国
土
保

全
局
下
水
道
部
下
水
道
事
業

課
事
業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進

室
長
が
冒
頭
あ
い
さ
つ
に
立

ち
「
前
回
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

踏
ま
え
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案

の
基
礎
的
な
部
分
に
つ
い
て

整
理
し
た
。
本
日
は
管
路
施

設
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施

方
法
な
ど
を
検
討
し
て
い
た

だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。
ま

た
岡
本
委
員
長
が
「
皆
さ
ま

の
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
お

願
い
す
る
」
と
活
発
な
議
論

を
促
し
た
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
は
第
一

編
・
総
論
、
第
二
編
・
維
持

管
理
情
報
な
ど
を
起
点
と
し

た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
方

法
、
付
録
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

導
入
事
例
な
ど
で
構
成
。
総

論
で
は
維
持
管
理
情
報
な
ど

を
起
点
と
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
サ
イ
ク
ル
や
維
持
管
理
を

起
点
と
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

サ
イ
ク
ル
の
概
要
に
つ
い
て

解
説
す
る
。

第
二
編
で
は
①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
で
必
要
な
情
報
の
種
類

と
運
用
レ
ベ
ル
②
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
の
構
築
③
維
持
管
理
情

報
の
蓄
積
と
活
用
④
Ｉ
Ｃ
Ｔ

を
用
い
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

構
築
と
蓄
積
⑤
維
持
管
理
計

画
の
策
定
―
―
な
ど
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
実
施
手
順
を
明
示

す
る
。

付
録
に
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

管
理
項
目
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用

し
た
情
報
構
築
事
例
、
点
検

・
調
査
技
術
事
例
な
ど
を
盛

り
込
む
考
え
だ
。

改
正
建
築
物
省
エ
ネ
法

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
）
が
十
一
月
十
六
日
か
ら

施
行
さ
れ
た
。
所
管
行
政
庁

に
よ
る
省
エ
ネ
性
能
向
上
計

画
の
審
査
の
合
理
化
や
認
定

対
象
の
追
加
を
行
う
と
と
も

に
、
住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー

制
度
の
対
象
事
業
者
を
追
加

し
、
目
標
年
度
ま
で
に
基
準

を
達
成
す
る
よ
う
努
力
義
務

を
課
す
。

パ
リ
協
定
に
基
づ
く
住
宅

・
建
築
物
分
野
の
温
室
効
果

ガ
ス
削
減
目
標
の
達
成
へ
改

正
建
築
物
省
エ
ネ
法
が
五
月

に
公
布
さ
れ
た
。
同
法
の
円

滑
な
施
行
に
向
け
て
国
土
交

通
省
は
新
た
な
省
エ
ネ
基
準

の
説
明
会
な
ど
を
全
国
で
開

催
し
て
い
く
。

改
正
法
で
は
届
出
制
度
に

よ
る
省
エ
ネ
性
能
向
上
計
画

の
審
査
の
合
理
化
を
行
う
。

計
画
の
届
出
に
併
せ
て
民
間

審
査
機
関
の
評
価
書
を
提
出

し
た
場
合
、
所
管
行
政
庁
に

よ
る
省
エ
ネ
基
準
適
合
審
査

を
合
理
化
し
、
基
準
に
適
合

し
て
い
な
い
新
築
計
画
な
ど

の
監
督
体
制
を
強
化
す
る
。

具
体
的
に
は
改
正
法
施
行
に

併
せ
て
制
定
す
る
新
た
な
建

築
物
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
に

規
定
す
る
方
針
だ
。

住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
制

度
の
対
象
に
は
注
文
戸
建
住

宅
・
賃
貸
ア
パ
ー
ト
を
供
給

す
る
大
手
住
宅
事
業
者
を
追

加
。
注
文
戸
建
住
宅
は
年
間

三
百
戸
以
上
供
給
す
る
事
業

者
、
賃
貸
ア
パ
ー
ト
は
年
間

千
戸
供
給
す
る
事
業
者
と
定

め
、
住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー

新
基
準
を
目
標
年
度
ま
で
に

達
成
す
る
よ
う
努
力
義
務
を

省
令
に
規
定
す
る
。

省
エ
ネ
性
能
向
上
計
画
の

認
定
（
容
積
率
特
例
）
で
は

複
数
の
建
築
物
の
連
携
に
よ

る
取
り
組
み
を
追
加
す
る
。

複
数
の
建
築
物
に
関
す
る
省

エ
ネ
性
能
向
上
計
画
の
認
定

を
受
け
た
場
合
、
省
エ
ネ
性

能
を
向
上
さ
せ
る
設
備
の
容

積
率
特
例
の
上
限
を
複
数
の

建
築
物
の
床
面
積
の
合
計
の

十
分
の
一
と
す
る
。

こ
の
ほ
か
戸
建
住
宅
・
小

規
模
建
築
物
（
非
住
宅
）
の

簡
易
な
省
エ
ネ
性
能
評
価
や

共
同
住
宅
の
省
エ
ネ
性
能
評

価
の
簡
素
化
、
地
域
区
分
の

見
直
し
な
ど
に
取
り
組
ん
で

い
く
。

岡本委員長

国交省検討会で活発に意見交換

吉澤室長
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